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よくある質問（省エネ家電購入促進補助金）  

Ｑ  申請書の受付時期と終了時期はいつですか。  

Ａ 令和８年５月７日（木）から令和９年３月５日（金）までが受付期間です。 

※令和９年２月 28 日（日）までに設置完了したものが対象です。 

  ※予算額に達し次第、受付は終了（先着順）します。 

Ｑ  どのような補助要件がありますか。  

Ａ 以下の要件のいずれにも該当することが必要です。 

・自らが居住する市内の住居のエアコン、冷蔵庫及び冷凍庫並びにＬＥＤ照明器具及び電球を

令和８年４月 1 日（水）以降に買い替えたこと。 

・統一省エネラベル評価点（☆）が 4.0 以上であるエアコン、冷蔵庫及び冷凍庫の買い替えた

もの並びにＬＥＤ照明器具及び電球の買い替えたものであること。 

・省エネ家電の購入先が東近江市内に事業所がある（大規模小売店舗を除く）滋賀県電気工事

工業組合、滋賀県電器商業組合、八日市商工会議所、東近江市商工会のいずれかの加盟店で

あること。市のホームページに加盟店の情報を掲載しております。（一部掲載されていない

加盟店があります） 

・未使用のものを購入していること。 

・市税の滞納がないこと。 

・要綱に定める暴力団員等でないこと。 

・同一人や同一世帯人または同一の住居で補助を受けていないこと。 

Ｑ  予算はどのくらいですか。  

Ａ 制度開始時点の予算額が①エアコン、冷蔵庫又は冷凍庫、②ＬＥＤ照明器具及び電球の補

助を合わせて 1,000 万円です。 

Ｑ  ①エアコン・冷蔵庫・冷凍庫と②ＬＥＤ照明器具及び電球の補助金申請

書の提出はそれぞれ別の日になっても良いですか。  

Ａ 申請期間内であれば、異なる提出日でも結構です。ただし、申請書の添付書類である「住

民票」や「完納証明書」などは再度取得していただく必要があります。 

※同時に申請される場合は、重複する書類（住民票など）は１通で申請可能です。 
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Ｑ  申請受付期限までに予算に達した場合はどのように周知されますか。  

Ａ 途中経過も含め、市ホームページに掲載します。 

Ｑ  領収書が出ない場合はどうしたらよいですか。  

Ａ 割賦払いやクレジットカード決済のために領収書が発行されない場合は、領収書の代わり

として、代金を支払ったことが分かる書類（支払証明書など。書式は任意。ただし販売者の押

印があるもの）の作成を販売業者に依頼し、添付してください。 

Ｑ  領収書には、どのような内容が記載されている必要がありますか。  

Ａ 日付、購入者の氏名（申請者と一致する必要があります。）、販売業者の氏名、住所、押

印、代金の金額、領収内容（〇〇販売・設置代金のため、〇〇代金及び設置工事代金を含むな

ど）を記載してください。 

領収書の例 

領 収 書 

     No.111  

    東近江 太郎   様   発行日 令和○年○月○日 

￥309,089－（税込） 

 但  エアコン代・設置費用として    

    上記正に領収いたしました。    

    ○○電器店 環境 一郎 

 
収入印紙 

   東近江市八日市緑町 10 番 5 号 

       

       

Ｑ  複数の家電を同時に購入し、まとめて支払いを行ったのですが、領収書

を分けてもらう必要がありますか。  

Ａ 内訳書等で補助対象となる家電の金額が確認できれば、領収書を分けていただく必要はあ

りません。 

環

境 
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Ｑ  家電量販店やインターネットで購入した場合は、補助対象になります

か。  

Ａ 家電量販店やインターネットで購入した場合は、補助対象になりません。補助対象要件と

して、購入先は市内に事業所（大規模小売店舗を除く）を置く滋賀県電気工事工業組合、 

滋賀県電器商業組合、八日市商工会議所又は東近江市商工会のいずれかの加盟店に限定してい

ます。 

 

Ｑ  対象経費と対象外経費にはどのようなものがありますか。  

Ａ 概ね次のとおりですが、不明な場合は森と水政策課に確認してください。 

対象 

 ・省エネ家電の本体（エアコンの室内機及び室外機、冷蔵庫、冷凍庫） 

 ・エアコンの設置に係る接続パイプや化粧カバー 

 ・設置に係る工事費 

 ・旧機器の撤去工事費 

 ・上記の接続に係る電気工事費 

対象外 

 ・家電リサイクル料金 

 ・消費税及び地方消費税 

 ・標準で附属していない追加のリモコンや別売品の無線 LAN 接続アダプターなど 

 

Ｑ  商品券を使用した場合は差引きしなければいけませんか。また、値引き

についてはどうですか。  

Ａ 領収書に記載の額（支払額）を購入額とします。クーポン等の利用により本体価格の値引

きがあった場合は、値引き後の額が対象となります。 
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Ｑ  省エネ家電を設置した後の写真はどのようなものを準備すればよいです

か。  

Ａ 部屋の一部が分かるような写真と型式が記載されたラベルの拡大写真を添付してくださ

い。 

 

Ｑ  旧機器の家電リサイクル券の写しを紛失した場合はどうすればよいです

か。  

Ａ 消費者（排出者）は小売業者で家電リサイクル券（製造業者等引渡済）を閲覧することが

できますので、「小売業者回付」の写しを依頼し、添付してください。 

 

Ｑ  省エネ家電の型式と省エネ評価点が分かる書類の写しはどのようなもの

を添付すればよいですか。  

Ａ 省エネ製品情報サイト(https://seihinjyoho.go.jp/)等で型式と省エネ評価点が記載された

ページを印刷するか、販売店が作成したチラシ等があればそのコピーを添付してください。 

 

Ｑ  省エネ評価点がひと桁（小数点以下がない）ですが、申請書にはどのよ

うに記載すればよいですか。  

Ａ 表示が旧ラベルである可能性があります。省エネ型製品情報サイト等で多段階評価点を確

認してください（旧ラベルとは評価点が異なります）。  
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Ｑ  郵送での申請はできますか。  

Ａ できません。先着順での受付となるため、窓口（東近江市環境部森と水政策課）のみで受

け付けます。また、各支所での受付もできません。 

Ｑ  申請書類が揃っていない場合や不備があった場合に、準備できた分の書

類は預かってもらえますか。  

Ａ お預かりできません。書類が全て揃った段階で申請してください。 

Ｑ  国や県の補助金と併用はできますか。  

Ａ 国や県が禁止していなければ併用できますが、併用により補助等で得られる金額の合計が

購入額を超えることは認められません。国や県の補助金については、直接、国や県にお問い合

わせください。 

Ｑ  賃貸住宅に設置する場合は補助対象になりますか。  

Ａ 賃貸住宅に設置する場合も補助の対象になります。ただし、省エネ家電の処分には制限が

課されることとなりますので御留意ください。 

Ｑ  １世帯１台限りとされているが、世帯分離している場合はそれぞれ補助

を受けることができますか。  

Ａ 補助が受けられるのは住居 1 戸に１台限りとなっているためそれぞれに補助を受けること

はできません。 

Ｑ  エアコンと冷蔵庫を買い替えた場合は、エアコンと冷蔵庫の両方で補助

を受けることができますか。  

Ａ 補助を受けることができるのは１世帯につきエアコン、冷蔵庫又は冷凍庫のうち１台とな

りますので、エアコンと冷蔵庫の両方で補助を受けることはできません。補助対象要件に該当

するエアコン、冷蔵庫又は冷凍庫いずれかを選択して申請してください。 

ただし、ＬＥＤ照明器具及び電球の買い替えは別に補助を受けることができます。 
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Ｑ  居間の古いエアコンを撤去し寝室に省エネのエアコンを設置した場合は

対象になりますか。  

Ａ 補助対象にはなりません。 

Ｑ  二世帯住宅で玄関や設備なども完全に分離していますが、それぞれ補助

を受けることができますか。  

Ａ 住居 1 戸とみなすため、それぞれに補助を受けることはできません。 

Ｑ  敷地内に住居が２戸あり、世帯が分離している場合はそれぞれ補助を受

けることができますか。  

Ａ 住居２戸が独立し、世帯も別になっている場合は、それぞれで補助を受けることができま

す。 

Ｑ  事業所などに設置した省エネ家電は補助対象になりますか。  

Ａ 補助対象にはなりません。ただし、個人事業主などで店舗兼用住宅の住宅部分に設置して

いる機器を買い替える場合は、補助対象となります。 

Ｑ  省エネ機器の中古品も補助対象として申請できますか。  

Ａ 本補助事業の対象は、新品に限ります。中古品は、補助対象にはなりません。 

Ｑ  「市長は、省エネ家電の使用状況に関するデータの提供を求めることが

できる」となっているが、電気料金などを記録しておく必要がありますか。  

Ａ 特別にデータを記録していただく必要はありません。市から依頼があった場合に、その時

点で把握可能なデータの提供をお願いします。 

Ｑ  申請書類を返却してもらえますか。  

Ａ 不備がなく、受付済みの申請書類は返却できません。控えが必要な場合には、提出する書

類のコピーを取り、控えとして保管してください。 
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Ｑ  令和８年４月１日以前に設置を完了した場合は、補助対象となります

か。  

Ａ 補助対象にはなりません。 

Ｑ  設置する前に申請が必要ですか。また、設置完了前に申請することはで

きますか。  

Ａ 設置前に申請は必要ありません。また、設置完了前に申請することはできません。設置完

了後に必要書類を整えた上で申請書を提出してください。 

Ｑ  申請者以外（父親や配偶者など）の名義の口座に補助金を振り込んでも

らうことはできますか。  

Ａ 申請者以外の名義の口座に補助金を振り込むことはできません。振込先は、申請者名義の

口座に限ります。 

Ｑ  申請書兼請求書を提出した後に、交付決定通知等が郵送されますか。  

Ａ 書類審査後、不備がなく支給要件を満たす場合は、交付決定通知を送付することなく補助

金を振り込みます。審査から振込までは１箇月程度の時間を要します。振込と前後して会計課

から支払通知書が送付されます。なお、支給要件を満たさないなどの理由により補助金の交付

対象とならない場合は、不交付決定通知書を送付します。 

Ｑ  エアコン等とＬＥＤ照明器具の購入先が異なる場合に同時の申請は可能

ですか。  

Ａ 指定された業者であれば購入先が異なっても申請は可能です。 

Ｑ  複数の店舗でＬＥＤ照明器具を購入した場合、合計した金額で申請は可

能ですか。  

Ａ 指定された業者であれば合計した金額で申請は可能です。ただし、１回しか申請できない

ため、申請時に上限達していない場合でも、再申請することはできません。 

 


